７．組織等 

（1）開設者（大阪府）              　


場長――次長――――総務企画・会計担当（３名）
                 　　　 ○職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること
※参事　  ○予算、決算、経理及び契約に関すること
                        ○市場運営取引業務協議会に関すること
 　                管理担当（４名）
○市場の管理に関すること
○市場施設の整備に関すること
                   指導・業務担当（10名　うち非常勤職員７名）
○市場関係事業者及びせり人の資格及び指導監督に関すること
○売買取引に関する規制及び指導監督に関すること
                        ○市場関係事業者の業務及び会計の検査に関すること
　　　　　　　　　　　　○市場関係事業者の経営指導に関すること
　　　　　　　　　　
現員計（2０名　うち非常勤職員７名）
　　　　※兼務職員　１名


















（2）指定管理者制度の導入

1  指定管理者（第3期：令和４年４月１日から令和9年３月３１日）（令和７年７月１日現在）

　　 ○会社名：大阪府中央卸売市場管理センター（株）
　　 ○代表者：代表取締役　橋爪　康至
　　　　　　　 専務取締役１名　取締役７名、監査役１名、執行役員１名
○社員数：５名（正社員５名）
○資本金：1,200万円（４卸会社、２仲卸組合による対等出資）

2  開設者との役割分担

[image: ]

3 会計スキーム（第3期指定管理者の実績値（令和４年度～令和８年度）） 

施設の管理から生じる使用料等を指定管理者の収入とする利用料金制を採用しています。
■活性化事業（人件費を含めて１億1千万円）
制度導入による府の一般管理費等の削減額を原資に活性化事業を実施

■緊急修繕
提案を上回る場合は指定管理者の負担

■委託費（予算措置）
予算を上回る場合は指定管理者の負担

■納付金Ⅰ（原則固定）
指定管理者の責めに帰せないリスク（利用料金の収入低下等）は協議事項

■納付金Ⅱ（変動）
提案を上回る利用料金収入の半分は指定管理者へのインセンティブ

[image: ] 






利用料金制の採用






（単位：千円、税抜き）
	
	
	開設者の試算
	
	公募での提案
	
	指定管理者の実績（決算）

	科目
	R４年度
	
	R４-R８年度
	
	R６年度

	一般
管理費
	人件費・
事務費
	

１１０，０００
	
	７１，８９５
	
	６８，５４３

	
	活性化
対策費
	
	
	４０，０００
	
	３５，７２５（※１）

	修繕費
	７９，０００
	
	６０，０００
	
	６０，７８５

	委託料
	４０９，０００
	
	４２０，０００
	
	４０８，２９２

	依頼工事（※２）
	―
	
	―
	
	９９，４００














※1 決算における「活性化事業費」と「活性化寄付金」の合計額です。（決算上、委託料等の他科目に計上された
ものは除く）
※2 依頼工事とは、市場施設の計画修繕の一部について、指定管理者と協議の上、指定管理者の修繕費の枠
の増額を行い、指定管理者が工事を執行し、費用は開設者への納付金で調整する仕組みです。

④ 制度導入の効果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
～増収益及びコスト削減から生み出された利益を市場事業（活性化事業、修繕等）へ投資～


■収入の確保
　  　◇債権管理の徹底により、施設使用料の滞納ゼロ
　 　 ◇空施設の有効活用（店舗の複数使用、有料駐車場の整備、診療所等の誘致等）
　 　 ◇資源活用（インゴットの売却、プラ製廃棄物パレットの再利用化）
■コストの削減活性化事業について、
毎年、提案額以上を投資

　  　◇人件費及び委託料（警備、廃棄物処理費等）の削減
投 資
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[image: D:\YasueRy\Desktop\DSC06043.JPG]■活性化事業の展開
　　  ◇ハード関係（施設修繕等）青果買出人　駐車場テント

　　　 ・ＬＥＤ照明の導入（3,968台）
　　　 ・防犯カメラの設置（209台）
　　　 ・青果買出人駐車場テントの設置　等
　　  ◇ソフト関係（イベント実施等）
・産地、量販店、大学、ホテル等との連携 親子市場
見学会

・市場ＰＲのＤＶＤ制作、ホームページの充実
・市場見学会の実施（令和６年度 24団体1,156人）
・リモート会議システム「Zoom」を使った商談会、産地見学会、市場見学会を実施
（３）市場の構成員
　　
　　　  当市場（開設者：大阪府）の機構及び業務運営は、卸売市場法、大阪府の条例である大阪府中央卸売市場業務規程等によって定められています。主な市場の機構は、次のとおりです。

	卸売業者
	知事の認定を受け、卸売市場において売買取引を行う物品の集荷を行い、仲卸業者や売買参加者等にその物品を販売する者です。　　
集荷の方法としては、生産者や出荷者から販売を委託されるものや買付集荷するものがあり、販売については、せり売や入札、相対売といった方法があります。

	仲卸業者
	知事の認定を受け、卸売業者等との売買取引により買い受けた物品を市場内の店舗で売買参加者や買出人に販売する者です。
大量・多種類の物品を、「目利き」（品質評価）したうえで、市場内の店舗で、鮮魚店・スーパー等に細かい単位に分けて販売（分荷）するという重要な機能を担っています。

	売買参加者
	市場外に店舗、加工場等を持つ小売業者等が、知事の承認を受け、近郊売場（近郊産農産物の出荷場所）のせりに参加する者で、卸売業者から青果物を直接、卸売を受けることができます。

	関連事業者
	市場機能の充実や市場を利用する人の便益を図るため、知事の使用許可を受けて、市場内の店舗その他の施設において業務を営んでいる者で、代金の精算機関、冷蔵庫業、通運運送業及び物品販売店、食堂等があります。

	買　 出　 人
	市場で買い入れた物品を再販売する小売業者、スーパーマーケット（量販店）のほか、レストラン（飲食業者）、地方卸売市場業者、買い入れた物品を原料として、食料品その他を生産し販売する加工業者、買い入れた物品を自ら消費する大口消費者（病院・学校・職場の給食等）などがあります。



（４）卸売
令和７年３月31日現在
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区　分
	卸   売   業   者   名
	代   表   者   名

	青果部
	
	代表取締役社長
三　木　博　司

	
	大果大阪青果㈱北部支社
	専務取締役北部支社長
酒　井　孝　博

	水産物部
	㈱ う お い ち 北 部 支 社
	常務執行役員北部支社長
川　邊　浩　一

	
	
	執行役員北部支社長
花　木　章　男






（５）仲卸（令和７年7月１日現在）
　　　 ○青 果 部　44社（野菜26社　果実18社）　　　                
　　　　　　　　　　　大阪府青果卸売協同組合（役員16名）　　　　
　　　　　　　　　　　理事長　西田　景典　　副理事長　平川　秀光
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃 　　半田　啓介
　　　 ○水産物部　44社（鮮魚33社　塩干11社）　　　　              
　　　　　　　　　　　大阪府水産物卸協同組合（役員10名）　
　　　　　　　　　　　理事長　杉江　茂樹　　副理事長　阪本　芳雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　〃 　　京本　重喜

（６）売買参加者：青果部　49名（令和７年7月１日現在）

　（７）関連事業者：場内運搬業、飲食業、物品販売店等32業者（令和７年7月１日現在）

（８）冷蔵庫運営：㈱北部冷蔵サービスセンター
代表取締役社長　巽　計廣



（参考）大阪市中央卸売市場

○本場（福島）                                     （令和７年7月１日現在）
	区分
	卸売業社名
	代表者名

	青果
	大果大阪青果㈱
	代表取締役社長　堀ノ内　重治

	
	大阪中央青果㈱
	代表取締役社長　中島　啓太

	水産
	㈱うおいち
	代表取締役社長　石井　享一

	
	㈱大水
	代表取締役社長　山橋　英一郎









○東部
	区分
	卸売業社名
	代表者名

	青果
	東果大阪㈱
	代表取締役社長 　矢野 裕二郎

	水産
	㈱うおいち東部支社
	常務執行役員支社長 　松田　彰剛

	
	㈱大水東部支社 
	執行役員支社長 　西村　厚志



　　



（９）主な会議

	会 議 名
	概          要

	大阪府中央卸売市場　
運営取引業務協議会
同　取引委員会
	・市場の運営取引業務に関する報告・意見聴取
・売買取引・業務規程の変更に関する調査・意見聴取

	大阪府中央卸売市場
活性化協議会
	・市場の活性化、競争力強化、指定管理者に関すること、市場の規制の
あり方等の事項を協議

	大阪府中央卸売市場
指定管理者評価委員会
	・指定管理者の業務の実施状況等に関する評価について審議


≪会議の構成≫大阪府中央卸売市場運営取引業務協議会委員名簿　第12期
（令和７年9月1日現在）

	氏   名
	役職名
	区分

	小野　 雅之
	神戸大学 名誉教授
	学識経験者

	大西　 敏夫
	大阪商業大学 経済学部 経済学科 特任教授
	

	三木　 博司
	大阪北部中央青果株式会社 代表取締役社長　
大阪府中央卸売市場協会　理事長
	市場関係者

	[bookmark: _Hlk212799023]堀ノ内　重治
	大果大阪青果株式会社 代表取締役社長
	

	[bookmark: _Hlk176856591][bookmark: _Hlk213406034]石井   享一
	株式会社うおいち 代表取締役社長　
	

	山橋　英一郎
	株式会社大水 代表取締役社長執行役員
	

	西田 　景典
	大阪府青果卸売協同組合 理事長
	

	杉江　 茂樹
	大阪府水産物卸協同組合 理事長
	

	橋爪　 康至
	大阪府中央卸売市場管理センター株式会社　代表取締役社長
	

	下村 　義明
	大阪府中央卸売市場近郷部北青会 会長
	

	寺下　 三郎
	全国農業協同組合連合会大阪府本部 運営委員会 会長
	生産者代表

	上市 　康宏
	関西市場駐在協議会 会長　　　　　
	

	高田 　和夫
	大阪府商店街連合会 会長　　
	小売業者代表

	渕上　 節子
	大阪府地域消費者団体連絡会　幹事
	消費者代表

	糸島 　節子
	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 西日本支部 副支部長
	

	川合　 早苗
	公益社団法人全国消費生活相談員協会関西支部 副支部長
	

	藤橋　 信広
	全日本運輸産業労働組合大阪府連合会　書記長
	労働組合代表　　　

	足立　 賢次
	全日本港湾運輸労働組合同盟近畿地方本部　執行委員長
	

	小西　哲也
	茨木市 産業環境部長
	地元自治体代表



大阪府中央卸売市場指定管理者評価委員会　委員名簿
（令和７年７月１日現在）


	氏   名
	所属・職位
	区分

	大内　秀二郎
	近畿大学 経営学部 教授
	学識経験者（経済分野）

	金　　度渕
	大阪商業大学 総合経営学部 商学科 教授
	学識経験者（専門分野）

	永田　　守
	グローバル法律事務所
	弁護士

	藤田 　武弘
	追手門学院大学 地域創造学部 地域創造学科 教授
	学識経験者（専門分野）

	前田　 恵美
	前田恵美公認会計士事務所
	公認会計士















（参考）大阪府中央卸売市場協会

市場関係者の親睦、福利厚生、市場の管理運営・広報等に資する事業（カレンダー作成、市場だよ
りの発行、市場開放デー等）、常駐代表者会議の運営などを実施します。
大阪府中央卸売市場協会　役員名簿
（令和７年７月1日現在）



	氏   名
	役職名
	役員名

	三木　 博司
	大阪北部中央青果株式会社 代表取締役社長　
	理事長

	西田 　景典
	大阪府青果卸売協同組合 理事長
	副理事長


	杉江 　茂樹
	大阪府水産物卸協同組合 理事長
	

	島崎　 盛介
	大阪北部中央青果株式会社　専務取締役
	理事


	堀ノ内 重治
	大果大阪青果株式会社　代表取締役社長
	

	酒井　 孝博
	大果大阪青果株式会社　専務取締役北部支社長
	

	石井   享一
	株式会社うおいち 代表取締役社長
	

	川邊   浩一
	株式会社うおいち 常務執行役員北部支社長
	

	山橋   英一郎
	株式会社大水　代表取締役社長執行役員
	

	花木   章男
	株式会社大水　執行役員北部支社長
	

	平川　 秀光
	大阪府青果卸売協同組合　副理事長
	

	阪本　 芳雄
	大阪府水産物卸協同組合　副理事長
	

	巽　  計廣
	株式会社北部冷蔵サービスセンター　代表取締役社長
	

	宮前   茂
	大阪府中央卸売市場管理センター株式会社 専務取締役
	

	浜本　 佳代子
	大阪府中央卸売市場管理センター株式会社 執行役員
	


（理事15名）
	氏   名
	役職名
	役員名

	半田   啓介
	大阪府青果卸売協同組合 副理事長
	監事


	京本   重喜
	大阪府水産物卸協同組合 副理事長
	


（監事２名）


　常駐代表者会議
市場に常駐する市場関係者の団体代表で構成。市場の業務・事業に関して近況報告、審議。
（事務局：大阪府中央卸売市場協会）常駐代表者会議　構成員名簿
（令和７年７月1日現在）

	氏   名
	役職名
	区分

	川邊　 浩一（議長）
	株式会社うおいち 常務執行役員北部支社長
	常駐代表者

	三木　 博司
	大阪北部中央青果株式会社 代表取締役社長　
	

	酒井　 孝博
	大果大阪青果株式会社 専務取締役北部支社長
	

	花木　 章男
	株式会社大水北部支社 執行役員北部支社長
	

	西田 　景典
	大阪府青果卸売協同組合 理事長
	

	杉江 　茂樹
	大阪府水産物卸協同組合 理事長
	

	巽　  計廣
	株式会社北部冷蔵サービスセンター 代表取締役社長
	

	宮前　  茂
	大阪府中央卸売市場管理センター株式会社 専務取締役
	

	大西　 のぶえ
	大阪府中央卸売市場 場長
	開設者

	高橋　 昭二
	大阪府中央卸売市場 次長
	

	熊井 　優子
	大阪府中央卸売市場食品衛生検査所 参事（所長）
	

	杉本　 一郎
	大阪府中央卸売市場協会 事務局長　　　　　
	事務局
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　利用料金等の徴収、督促等債権管理

　施設の利用に関する業務

　□市場施設の使用許可、指定　　□市場への出入等に対する指示

　□入場の制限、退去命令　□車庫、交通事故証明、遺失物の取扱

　□展示ホールの管理　□施設の使用許可、データ更新　　　　 など

　施設・設備の維持管理及び補修

　□施設・設備の緊急修繕、改修　□警備　□設備管理　□清掃

　□廃棄物処理　□建築物環境衛生管理　□鳥獣害防止　　　 など

　卸売予定数量等の調査統計

　□卸売予定数量報告書、売上報告書の受理、掲示

　□市場日報、月報、年報等の作成、配布、公表（HP)

　□市場取扱品流通状況調査

　□仲卸業者の事業報告書、経営状況調査表の作成　　　　　　など

　市場活性化事業の企画及び実施（共管）

　□卸売業務、仲卸業務に関する許可等及び検査、指導

　□施設・設備の整備　□大規模改修　　　　　　　　　　　　　　　 など

指定管理者

（民間）

開設者

（大阪府）
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指定管理者収入 指定管理者支出

施設使用料等

・売上高割使用料（利用料金）

・面積割使用料（利用料金）

等

増収（

+α

）

一般管理費１億１千万円

○光熱水費

○修繕費

○委託料

○使用料・賃借料

納付金Ⅰ

指定管理者への報奨金

納付金Ⅱ

開設者へ

○活性化事業

管理費用の

縮減効果を

活用


